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本論文は両大戦間期に「スロヴァキア」という領域が形成される過程を論じた。本論文で扱う「ス

ロヴァキア」とは 1918 年 10 月から 1992 年末に至るまで、第二次世界大戦中の中断を挟みつつもチ

ェコスロヴァキア共和国に所属し、1993 年 1 月にスロヴァキア共和国となった領域を指す。この領

域は現在では国民国家という非常に確固とした地位を保持している。しかし、チェコスロヴァキアの

建国以前には、スロヴァキアの領域は地図上に明示されていなかった。1918 年以前のこの地域は、そ

れ自体がハプスブルク二重君主国に属していたハンガリー王国の一部であり、独立した行政単位では

なかった。しかし、スロヴァキアは 1938 年 10 月に自治体制を獲得し、1939 年 3 月にはナチス・ド

イツの保護下で独立国家となる。この経過を踏まえるならば、両大戦間期のチェコスロヴァキアにお

いてスロヴァキアの地位が急速に確立されたと言えよう。 

スロヴァキアのみが急速な領域形成を経験したのではない。第一次世界大戦後の中東欧とバルカン

ではチェコスロヴァキアやポーランドなどの新国家が建国され、セルビアやルーマニアなどの戦前か

ら存在していた国家も版図を広げた。その際に諸国は、多数派住民を「国家形成民族」と見做し、自

国を多数派民族の主権に依拠し彼らが主要な地位を占める国民国家と表明した。だが、新国家の唱え

た民族の枠組みに対して違和感を抱き、自らの地位に不満を唱えた民族政治家たちも存在していた。

彼らは自民族が独自に主権を行使し得る領域の形成を求めた。スロヴァキア以外にはユーゴスラヴィ

ア国家内でのスロヴェニアやクロアチアの事例を類似例として指摘できる。 

両大戦間期のスロヴァキアでは、スロヴァキア・ナショナリズムに立脚しつつスロヴァキア自治要

求を唱えたスロヴァキア自治派と「チェコスロヴァキア民族」理念を支持した政治家および政府与党

との対立が表面化した。両者の論争の一焦点がスロヴァキアの行政上の地位である。 

以上の背景を念頭に置きつつ、本論文は 1927 年の州制度法の採択に至るまでの行政制度の変遷と

スロヴァキア系政党の議論を通じてスロヴァキアの地位が定義され上昇する過程とを分析した。その

際、スロヴァキアの境界線の成立の過程と論理、行政制度と諸構想との関係、スロヴァキアという領

域と行政単位に付された意味という三つの課題を設定した。 

第一のスロヴァキアの境界線に関しては、スロヴァキア人政治家の認識は一致していた。チェコス

ロヴァキア建国後に提示された諸構想では、各種のスロヴァキア自治案もそれらへの対案も、トリア

ノン条約などの講和条約に基づくスロヴァキアの境界線を支持していた。自治派も当時のスロヴァキ

アの地位には不満を抱いたが、「スロヴァキア」の境界線と領域を是認したのである。 

しかし、この境界線は第一次世界大戦以前のスロヴァキア人政治家が提唱した構想に基づくもので

 1 



はない。1861 年にスロヴァキア民族運動家が公表した自治地域（「オコリエ」）の設立要求、ならびに

戦前からのスロヴァキア人政治家であるミラン・ホジャが 1918 年 12 月にハンガリー政府との協議の

席上で提示した暫定境界線の要求では、スロヴァキアとハンガリーとの境界線はスロヴァキア人とマ

ジャール人の民族分布に依拠して設定された。そして、これらの境界線は現在の国境線の大きく北側

に想定されたのである。他方、現国境線はチェコスロヴァキア独立運動の指導者であるマサリクが第

一次世界大戦中の 1915 年に公表した覚書『独立ボヘミア』に記した構想に由来する。彼は、チェコ

スロヴァキア人の一部と見做したスロヴァキア人の民族分布以外にも、経済的利益や軍事的配慮など

を根拠としつつ、西部ではドナウ本流を国境とする主張を展開した。1918 年秋以降に協商国との外交

交渉を担当したベネシュは、マサリクの構想に基づくチェコスロヴァキアの国境線を要求する。原則

的には、この境界線が協商国からの支持を獲得し、諸講和条約を通じて承認された。以上の経緯を経

て境界線が画定されたスロヴァキアは、スロヴァキア人以外の民族的少数派の居住地域を含む領域だ

った。また、スロヴァキア人政治家は境界線の決定過程に関与できなかったが、彼らはその領域を無

条件で受容した。チェコ人政治家に対抗したスロヴァキア自治派も、スロヴァキア民族のものと見做

す領域の画定ではチェコ人政治家の決定的な影響力の下にあったのである。 

第二の地方行政制度と諸構想との関係は、制度から構想への影響と、構想から制度への影響に分け

て考察できる。制度から構想への影響では、スロヴァキア自治という概念を自治要求へと具体化する

際に自治派が先行する諸制度を参照対象にしたことを指摘できる。自治派の参照対象となったのは、

1918年 12月にスロヴァキアの実効支配とチェコスロヴァキア国家への統合を促進するために設置さ

れたスロヴァキア統治全権大臣制度や、共和国 東部のポトカルパツカー・ルスをルシーン＝ウクラ

イナ人の自治地域と定めたチェコスロヴァキア共和国憲法第三条など、国内の一部地域に特殊な地位

を付与した規定だけではない。ハプスブルク二重君主国の二重制も援用され、さらには均質な地方行

政制度の構築を求めた 1920 年の県制度も参照対象となった。 

その際には制度の元来の意味が読み替えられた。例えば、スロヴァキア国民党のエミル・ストドラ

は、1921 年に公表した論考において、県制度法に基づく県連合制度の改組を通じたスロヴァキア自治

を要求した。スロヴァキアの県連合をスロヴァキア民族の領域を見做す「誤読」を通じて、異なる行

政制度の統一を目的とした県制度法を自治要求のために援用したのである。また、スロヴァキア人民

党は、1921 年の党内での議論の後、独自のスロヴァキア自治法案を立案する際に共和国憲法第三条に

注目した。この条項は共和国内の民族的少数派であるルシーン＝ウクライナ人の権利に基づく。しか

し、スロヴァキア人民党は、スロヴァキア民族がチェコ民族とともにチェコ－スロヴァキア国家内で

多数派の地位を維持することを主張しつつも、共和国憲法第三条をスロヴァキアにも適用する形式を

通じて自治を要求した。スロヴァキアのみに特別な地位を付与する「非対称」的な自治のモデルがス

ロヴァキア自治法案に採用され、両大戦間期に三回国民議会に提出された。 

反対に、構想から制度への影響では間接的な影響のみを示唆できる。1938 年 10 月に成立したスロ

ヴァキア州の自治体制がスロヴァキア人民党の 1938 年自治法案を原案にした非対称的な制度だった

ことと、第二次世界大戦後に再建されたチェコスロヴァキア共和国もチェコ民族とスロヴァキア民族

の存在を確認しスロヴァキアのみに特殊な地位を付与した非対称的な国家制度を導入したことに言及

したい。 

第三の「スロヴァキア」という領域ないし行政単位に付された意味という問題では、スロヴァキア
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自治派の自治論はこの領域に対して民族の領域という意味を付与したことを確認できる。1920 年代前

半に立案されたスロヴァキア自治派の何れの自治案も、チェコ人のチェコ諸州との対比で、スロヴァ

キアをスロヴァキア人の主権が行使される領域として設定していた。第一次世界大戦後の講和条約を

通じて明確な輪郭を獲得したスロヴァキアは、スロヴァキア人居住地域のみの領域ではなく、南部の

マジャール人居住地域や東部のルシーン＝ウクライナ人居住地域をも含む。だが、自治派は彼らの存

在を軽視し、いわばスロヴァキアを「擬似的な国民国家」と見做しつつ、その全域を自民族の領域と

解釈したのである。 

他方、1920 年の県制度法の規定ではスロヴァキアは諸県が提携する県連合として構想され、1927

年の州制度法ではスロヴァキア州の地位が付与された。両制度は行政単位の設定にあたって特別な民

族的な意味を明記していない。だが、両制度が制定されたチェコスロヴァキア共和国自体がチェコス

ロヴァキア人の国民国家として建国されたことを考慮したい。さらに、ドイツ人が多数派となる県の

登場がチェコ諸州における県制度導入への反対理由となり、同じくドイツ人とポーランド人がシレジ

アで多数派を占める危険を考慮しつつ州制度はモラヴィアとシレジアを一つの州へと合同した。法律

自体には明記されなかったが、県も州もチェコ人とスロヴァキア人の領域として見做されたのである。 

また、チェコスロヴァキア民族の存在を認めつつスロヴァキア自治派に対抗したスロヴァキア人政

治家も、18 世紀末以降に発展してきたスロヴァキア・ナショナリズムの系譜に連なる存在だった。ス

ロヴァキア民族の利益というレトリックこそ用いなかったものの、彼らもスロヴァキア独自の地域的

利益があることまでは否定しなかった。その意味では自治派との共通理解が存在していたのである。

既に 1925 年には、スロヴァキア人政治家の両派はスロヴァキア全域を統括する行政単位の必要性を

認めていた。スロヴァキアをチェコスロヴァキア民族の領域の一部と見做すか、あるいはスロヴァキ

ア民族の領域と解釈するかという点が両派の相違だった。しかし、この構図自体がスロヴァキア域内

に居住する民族的少数派を枠外に置き、チェコスロヴァキアを彼らの国民国家と見做す共通理解に立

脚している。この共通理解に基づきつつ、1927 年の州制度法に依拠してスロヴァキア州が設置された。

地方行政制度においてもスロヴァキアは意味を持たない領域ではなかったのである。 

スロヴァキア州の諸組織は 1930 年代にスロヴァキア人官僚と政治家が経験を獲得する場を提供し

た。彼らの経験を通じても行政単位としてのスロヴァキアの有効性が確認され、スロヴァキアの地位

の上昇を導いたと結論付けられよう。 


